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「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成27年５月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針

につきまして改訂することを決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知ら

せします。 

記 

 

内部統制システム構築の基本方針 

 

 

当社は、「社会のニーズとマーケットを見極め、人と企業の未来を創造し、優れた事

業と人材を輩出するリーディングカンパニーを目指す」という企業理念のもと、適正な

業務遂行を確保するための内部統制システムを整備・構築していくことが、経営の重要

な責務であることを認識し、以下の内部統制システム構築の基本方針を定める。 

 

今後も、内部統制システムがその目的を果たすうえで必要な見直しを行い、より一層

適切な内部統制システムを整備・構築すべく努めるものとする。 

 

①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制   
イ. 取締役は、取締役会規程その他の関連規程に基づき、重要事項について取締役会

にて意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。  

ロ. 当社は、社外取締役を継続して置くことにより、取締役の監督機能の維持及び向

上を図るとともに、経営に対する適切な意見及び助言が得られる体制を築く。 
 

ハ. 当社の監査役は、監査役会の監査計画等に基づき、取締役会その他重要な会議へ

の出席、取締役及び使用人の職務に関するヒアリング等を通じて、取締役の職務

執行について監査を行う。 

ニ. 当社の代表取締役社長は、当社に内部監査室を設置し、これを直轄する。内部監

査室は、内部監査計画に則って当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査

し、その結果を当社の取締役会に報告する。  
 

ホ. 当社は、当社及び子会社のコンプライアンスの徹底及びリスク管理を図るため、

内部統制審議会を設置する。内部統制審議会の会長は、代表取締役社長以外の取

締役とする。内部統制審議会のメンバーには、顧問弁護士を含めるものとする。 
 

へ. 内部統制審議会は、当社及び子会社に適用される「コンプライアンス規程」を定



めるとともに、当社及び子会社の使用人に対するコンプライアンス教育・研修を

適時実施する。  
 

ト. 内部統制審議会の会長は、当社及び子会社に適用される「内部通報規程」に則り、

当社又は子会社の使用人がコンプライアンス上の疑義のある行為等に気づいたと

きの通報先として、内部通報窓口を設置する。当社は、内部通報窓口に通報を行

った使用人、又は子会社の使用人が不利益を被らずに適正に保護されるための体

制を構築する。  
  ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 

イ. 取締役の職務執行に係る情報（電磁的記録等を含む）の保存及び管理につき、責

任者を定め、以下に列挙する職務遂行に係わる重要情報を文書又は電磁的記録と

ともに「文書管理規程」に基づき保存・管理する。 
 
    1)  株主総会議事録と関連資料 

    2） 取締役会議事録と関連資料 

    3） 取締役が主催するその他の重要な会議の議事録と関連資料 

    4） 取締役を決定者とする決定書類及び付属書類 

    5） その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 

ロ. 取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに当該情報を取締役又は

監査役に開示する。   
  ③当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制  

イ. 当社は、企業の継続性を担保するため、当社及び子会社の損失の危機の管理（以

下、｢リスク管理｣という｡）が実践的に実施される体制を構築する。  
ロ. 内部統制審議会は、当社及び子会社のリスク管理の基本方針を含む「リスク管理

規程」を制定し、当社及び子会社の各部門におけるリスク管理の整備、運用を統括

する。  
ハ. 当社は、上記のほか、以下のリスクにおける当社及び子会社の事業の継続を確保

するための体制を整備する。 

1)  地震、洪水、事故、火災等の災害による重大な損失を被るリスク 

2)  取締役、使用人の不適正な業務執行により販売活動等に重大な支障を生じる

リスク 

3)  基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損失を被るリスク 

4)  その他取締役会が重大と判断するリスク 

ニ.  当社は、内部統制審議会において、当社及び子会社のリスクの検討・分析を総合

的に行い、これを管理する。所管部門は、日々のリスク管理を行う。  
ホ. 当社は、当社又は子会社におけるリスク発生時に所管部門からの報告に基づき、

内部統制審議会及び取締役会において迅速かつ適切な対応を講じることにより、

損失の危険を適正に管理する。  
  ④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制  
 

イ. 取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役社長及びその他の業務執行

を担当する取締役の業務分掌に基づき、代表取締役社長及び各業務担当取締役に

業務の執行を行わせる。 
 

ロ. 代表取締役社長、その他の業務執行を担当する取締役は、｢組織規程｣､「職務権限

規程」に基づいて、業務の執行に必要な事項の決定を行う。法令の改廃及び職務執

行の効率化の必要がある場合には、これらの規程について、随時見直しを行う。  
 
  ⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制  

イ.  当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加

え、当社及び子会社の業務の適正と効率化を確保するために、当社及び子会社間

の規則を「関係会社管理規程」として整備する。  

ロ.  当社は、子会社の取締役及び使用人が職務の執行に係る事項を当社に報告するた

めの体制を関係会社管理規程に定める。 
 



ハ.  当社ならびに子会社の代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役は、それぞ

れの業務分掌に従い、適正に業務を執行する。 

ニ.  当社は、当社及び子会社に共通するスターティアグループ企業行動基準を定め、

当社及び子会社の取締役・使用人を一体として法令遵守の意識を醸成するととも

に、適正に業務を執行する体制を整備する。また、｢リスク管理規程」を共有する

ことなどにより、リスク管理体制及び法令遵守体制の維持・強化を図る。  
ホ.  内部監査室は、当社及び子会社のうち重要性が高いと判断される部門の業務監査

を実施する。内部監査室は、内部監査の年次計画、実施状況及び監査結果を、代

表取締役社長又は取締役会に報告する。   
⑥当社及びその属する企業集団に係る財務報告の適正性を確保するために必要な体制 

イ.  当社グループに属する会社間の取引を、法令、会計原則、税法その他の社会規範

に照らし適切なものとする。 

ロ.  財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実

施するため、社内に財務報告に係る内部統制評価委員会を設置し、全社的な内部

統制の状況や重要な事業拠点における業務プロセス等の把握及び記録を通じて自

己及び第三者による評価ならびに改善を行う体制を整備する。 

ハ.  内部監査室は、財務状況等を総合的に鑑み、重要性が高いと判断される当社グル

ープ各社における財務報告に係る内部統制の監査を優先的に実施し、当社グルー

プの財務報告に係る内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、

実施状況及びその監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に報告される。 

ニ.  監査役が当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を効果的かつ適

切に行えるように、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を行う。  
⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する体制  
 

イ.  監査役は、監査役が監査業務に必要と考える部門の使用人に対して、監査業務に

必要な事項を指示することができる。監査役より業務の補助についての指示を受

けた使用人はこれに全面的に協力する。 

ロ.  監査役は、その職務を補助すべき使用人の懲戒について異議を述べることができ

る。  
ハ.  監査役が使用人に指示した補助業務については、監査役の指示にのみ服する。  
⑧当社及び子会社の取締役ならびに使用人が監査役に報告するための体制その他の監査

役への報告に関する体制  
イ. 取締役、使用人、子会社の取締役、及び子会社の使用人は、以下の各号を監査役

に報告する。 

    1)  法令により報告が義務付けられている事項 

    2)  重要な会議にて決議した事項 

    3)  会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

    4)  法令・定款違反のおそれのある事項 

    5)  その他会社の業績に影響を与えるおそれのある重要な事項 

    6)  監査役から報告を求められた事項 

 ロ.  内部監査室は、内部監査の実施状況等を監査役に速やかに報告する。 

  ⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制   
イ.  監査役は、代表取締役社長及び所管取締役との間で定期的な意見交換会を実施す

る。   
ロ.  監査役は、会計監査人から会計監査計画及び実施結果の説明を受けるとともに、

会計監査人と定期的に情報交換を行い相互の連携を図る。 

ハ.  取締役は、監査役の適切な職務遂行のため、監査役と子会社の取締役等との意思

疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。 

ニ.  取締役は、監査役の職務遂行にあたり、必要に応じて、弁護士等の外部専門家と

の連携を図ることのできる環境を整備する。 

ホ.  当社は、監査役に通報を行った取締役、使用人、子会社の取締役、及び子会社の

使用人が不利益を被らずに適正に保護されるための体制を構築する。 



へ.  監査役が職務執行について生じる費用については、監査業務を抑制することのな

いよう適切に処理する。 

 

以上 


